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 事業範囲区分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：受注者 ●：発注者

大項目 中項目
汚泥処理設備

（レベル3）

水処理設備

（レベル2）

雨水排水設備

（仕様発注）

監視室における監視、操作、記録等の業務

現場における監視、操作等の業務

管理日報、運転日誌等の作成、計器の記録・故障報告等の業務

監視室内の整理、清掃等の作業

夜間休日巡回業務（年末年始を含む）

その他、運転操作監視に必要な業務

日常巡視

日常点検

定期点検

臨時点検

定期自主点検

施設の故障履歴及び補修履歴の記録（ＡＭＤＢ、機器台帳等含む）

廃棄物管理

水質・汚泥管理

水質分析・環境分析

法定点検外業務の計画、実施、報告に関連した事務的業務

物品調達業務の計画、実施、在庫管理、支払、報告に関連した事務的業務

施設管理業務の計画、実施、報告に関連した事務的業務

小規模補修業務の計画、協議、実施、報告に関連した事務的業務 － ○ ○

委託者が支給又は調達を行う燃料薬品類、部品・消耗品等の在庫管理業務 － － ○

委託者が行う予算管理事務への協力

見学者案内業務

ケーキ（受入又は搬出）

しさ、沈砂、焼却灰等の受け渡し

しさ、沈砂、焼却灰等の運搬処分

管理棟を除く場内の単純清掃業務

保守点検等に係る必要な個所の簡易な除草等

業務対象施設のゴミ清掃

側溝（人力で開放できない個所を除く）及びピット等の清掃

電気マンホール・ハンドホールの排水清掃

稼動施設周辺、管廊、建物内、倉庫の整理、清掃

貸与居室の日常の整理、清掃

一般開放緑地用門扉の開閉

国旗掲揚

産業廃棄物管理票の交付事務

機械設備点検整備業務の計画、調達、確認、支払、報告等に係る業務

電気設備点検整備業務の計画、調達、確認、支払、報告等に係る業務

ユーティリティ調達業務の計画、調達、支払、報告等に係る業務

汚泥処理設備における補修業務（部品調達等含む）の計画、実施、確認、支払、報告等に係る業務

クレーン施設保守点検業務

地下タンク設備点検業務

特殊建築物定期点検業務

貯水槽設備保守点検業務

エレベーター保守点検業務

脱臭用吸着剤取替業務

消防設備点検業務

防災管理点検業務

業務用空調機設備定期点検業務

管渠マンホール等点検業務

マンホール蓋清掃点検業務

管理棟外清掃業務

場内緑地除草外業務

機械設備点検整備業務 メーカー点検 ○※3 ● ●

電気設備点検整備業務 メーカー点検

ユーティリティ（変動費対象） 重油、電気、薬品（次亜塩、消泡剤、苛性ソーダ、ＰＡＣ、汚泥凝集剤） ○ ○ ●※1

ユーティリティ（固定費対象） 水道

機器類の定期交換部品（Ｖベルト等） ○

水質試験に必要な試薬、消耗品・水質分析機器等に必要な交換部品等 ○

運転操作に必要な消耗品等（チャート紙、トナーカートリッジ等） ○

潤滑油類（交換用のオイル・グリースなど） ○

ユーティリティーに含まない薬品類（清缶剤他） ○

肥料他場内除草に必要な消耗品・薬剤等 ○

建築設備に係る電気・監視及び計装機器に必要な交換部品等 ○

運転管理に必要な消耗品類等（珪砂、耐圧ホース等） ○

潤滑油類（補充用のオイル・グリースなど）

燃料（作業用、車両用）

塗料（軽微な部分補修用）

報告記録用紙

一般汎用什器、備品（損料・リース料）及び消耗品

フォークリフト、ダンプ、トラック

安全管理器具類

○ － －

● － －

○※4 － －

－

事前調査業務（必要に応じて） ○ － －

各種申請、届出等の業務（必要に応じて） ○※5 － －

基本・詳細設計業務 ○ － －

機械工事 ○ － －

電気工事 ○ － －

土木・建築工事 ○ － －

各種申請、届出等の業務（必要に応じて） ○ － －

試運転、性能試験 ○ － －

※1：雨水排水施設の運転に係るユーティリティは、実費精算とする。

※2：合計金額（消費税及び地方消費税を除く。）の上限は、37,000千円とする。

※3：消化槽設備及び消化ガス設備は一部のみ

※4：消化槽設備及び消化ガス設備は対象外

※5：発注者による申請・届出しか受け付けられないものは除く。

小項目

運

転
管
理
ほ
か
業

務

運転管理業務

運転操作監視業務

○

○

○

○

○

○

保守点検業務

○

○

○

○

○

○

○

水質・汚泥管理及び水質分析・環境分析

業務

○

○

事務業務

○

○

○

○

その他の業務

○

○

○

●

○

○

○

○

○

その他の技術業務

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

保全管理業務

法定点検ほか業務

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ユーティリティ等の
調達管理業務

○

物品調達（固定費対象）

○※2

○※2

○※2

○※2

○※2

○※2

○※2

○※2

○※2

器具、及び消耗品等（固定費対象）

○

○

○

○

○

○

○

２
号
焼
却
炉
更
新
業

務

設計

建設

補修業務

土木・建築、消化槽設備、消化ガス設備（１件当たり消費税込みで250万円以下の業務）

土木・建築、消化槽設備、消化ガス設備（１件当たり消費税込みで250万円を超える業務）

機械・電気設備、建築設備（金額の制限はなし）

小規模補修業務
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 処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ：仕様発注 

   ：レベル２ 

   ：レベル３ 

１系休止予定 

※消化槽設備及び消化ガス設備は一部のみ 
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 主要機器一覧表 

業務対象となる主要機器は次のとおりとする。 
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 受注者の資格基準等 

 

１．企業に求める資格基準 

（１）機械設備工事を実施する企業 

本事業のうち設計建設業務において構成企業として機械設備工事を実施する企業は次に掲

げる全ての要件を満たすものとする。 

  

（ア）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により、水道施設工事業又

は機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。なお、複数の者が分担

して業務を行う場合は、それぞれの者が、分担する業務について、当該要件を満たしている

こと。 

（イ）この入札に参加する本店又は営業所で水道施設工事業又は機械器具設置工事業を営んで

いること。なお、複数の者が分担して業務を行う場合は、それぞれの者が、分担する業務に

ついて、当該要件を満たしていること。 

 

（ウ）令和３・４・５年度大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約 ）参加資格登録者名

簿のうち、「水道施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に登録されていること。ただし、

名簿に登録されていない者で本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請を行

うこと。なお、複数の者が分担して業務を行う場合は、それぞれの者が、分担する業務につ

いて、当該要件を満たしていること。 

 

（エ）開札日における経営事項審査の結果の総合評定値（以下「経営事項審査点数」という。）

が、水道施設工事業で 850 点以上または機械器具設置工事業で 800 点以上であること。 

 

（オ）平成 18 年４月１日から入札参加申請期限までに、我が国又は効力を有する政府調達に

関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認

められる国及び地域において、元請として次の要件を満たす工事であって公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）第２条第２項に規定する公

共工事であるものに係る請負契約（外国におけるこれに相当する請負契約を含む。）を単体

企業で履行した実績（共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が 20 パーセ

ント以上のものに限る。）を有すること。 

 下水終末処理場における１炉当たり処理能力が脱水ケーキ45t /日以上又はゴミ焼却施

設における１炉当たり処理能力が90t /日以上の流動焼却炉の製作を含む流動焼却炉設備

工事 

 ただし、製作は次のいずれかに限る。 

・設計、製造及び検査を自社(※１)で行っている場合 

・設計及び検査を当該構成企業で行い製造のみを外注に付している場合 

・ＯＥＭ(※２)契約に基づく外注により製作している場合 
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また、機械設備工事を複数企業によって実施する場合は、主担当企業（業務の主たる部

分を担当する企業。以下同じ。）を定めること。 

（※１）自社とは、当該構成企業のほか、以下に示す者を含む。ただし、以下に示す者が、入札説明書の

３( 2)エの要件を満たしていない場合は、この限りでない。 

①当該構成企業の親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する法人をい

う。以下同じ。）又は子会社（会社法第２条第３号に規定する法人をいう。以下同じ。）とな

る者（上記記載の主要機器の製作納入実績を有するものに限る。） 

②当該構成企業の親会社となる法人を親会社とする者（上記記載の主要機器の製作納入実績を有

する者に限る。） 

（※２）ＯＥＭ契約とは、相手先商標製品製造（Or i gi na l  Equi pment  Ma nuf a c t ur i ng）契約をいう。 

 

（２）機械設備以外の工事を実施する企業 

本事業のうち設計建設業務において構成企業として機械設備以外の工事を実施する企業は

次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

  

（ア）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により、担当する建設工事

の種類について特定建設業の許可を受けていること。なお、複数の者が分担して業務を行う

場合は、それぞれの者が、分担する業務について、当該要件を満たしていること。 

 

（イ）この入札に参加する本店又は営業所で（ア）で許可を受けた建設業を営んでいること。

なお、複数の者が分担して業務を行う場合は、それぞれの者が、分担する業務について、当

該要件を満たしていること。 

 

（ウ）令和３・４年度大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約 ）参加資格登録者名簿の

うち、（ア）で許可を受けた建設業に登録されていること。ただし、名簿に登録されていな

い者で本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請を行うこと。なお、複数の

者が分担して業務を行う場合は、それぞれの者が、分担する業務について、当該要件を満た

していること。 

 

（３）運転管理業務を実施する企業 

本事業のうち運転管理ほか業務において構成企業として運転管理業務を実施する企業は次

に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

 

（ア）令和元・２・３年度（平成 31・32・33 年度）大阪府物品・委託役務関係競争入札参加

資格者名簿のうち、「下水道施設運転操作管理（種目コード 090）」に登録されている者で

あること。ただし、名簿に登録されていない者で本件入札に参加を希望する者は、入札参加

資格審査の申請を行うこと。 

 

（イ）運転管理業務を単体企業で行う場合は、次の a）から c）に掲げる業務について締結し

た契約について、平成 23 年４月１日から入札参加申請の前日までの間に、それぞれ通算３

年以上の期間について、誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体

としての実績は、当該共同企業体への出資比率が 50%以上であった場合のみ、履行完了実績
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として認める。 

a）水処理施設（オキシデーションディッチ法、回分式活性汚泥法及び生物膜法によるも

のを除く。以下同じ。）における処理能力 65, 000m3/日以上のものを有する下水終末処

理場の運転管理業務（運転操作及び保守点検を含む。）。ただし、汚泥処理施設（流動

焼却炉設備を有するものに限る。以下同じ。）を有する下水終末処理場に限る。 

b）１台当り排水能力 5. 5m3/秒以上の雨水ポンプを有する下水ポンプ場（下水終末処理場

内下水ポンプ場を含む。以下同じ。）の運転管理業務。 

c）雨水総排水量 11. 0m3/秒以上の下水ポンプ場の運転管理業務。 

 

（ウ）運転管理業務を複数の構成企業で行う場合は、運転管理業務を実施する構成企業により

以下の 1)及び 2)の要件を満たすこと。なお、複数の構成企業で満足する場合及び一つの構

成企業で両方を満足する場合のどちらも認めるものとする。また、運転管理業務を実施する

構成企業のうち、1)及び 2)の要件を満たさない企業は、3)の要件を満たすこと。1)又は 2)

を満たす構成企業より運転管理業務の主担当企業を定めること。 

1）次の a）又は b）のいずれかの業務について締結した契約について、平成 23年４月１日

から入札参加申請の前日までの間に、誠実に履行を完了した実績を有していること。た

だし、a）については、コリンズ登録を行っている工事について、平成 18 年４月１日か

ら入札参加申請の前日までに完成、引渡しが完了しているものも有効とする。また、共

同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が 20%以上であった場合のみ、履

行完了実績として認める。 

a）下水終末処理場における脱水ケーキ１日当たり 45t /基以上の流動焼却炉設備の新規

設置又は更新を含む工事（元請としての施工実績に限る。） 

b）下水終末処理場における脱水ケーキ１日当たり 45t /基以上の汚泥処理施設の運転管

理業務（通算３年以上の履行実績に限る。） 

2)次の a）から c）に掲げる全ての業務について締結した契約について、平成 23 年４月１

日から入札参加申請の前日までの間に、通算３年以上の期間について、誠実に履行を完

了した実績を有していること。ただし、共同企業体としての実績は、当該共同企業体へ

の出資比率が 50%以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 

a）水処理施設における処理能力 65, 000m3/日以上のものを有する下水終末処理場の運

転管理業務。 

b）１台当り排水能力 5. 5m3/秒以上の雨水ポンプを有する下水ポンプ場の運転管理業務。 

c）雨水総排水量 11. 0m3/秒以上の下水ポンプ場の運転管理業務。 

3)次の a )の業務について締結した契約について、平成 23年４月１日から入札参加申請の前

日までの間に、通算３年以上の期間、誠実に履行を完了した実績を有していること。た

だし、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が 20%以上であった場合

のみ、履行完了実績として認める。 

a）水処理施設を有する下水終末処理場の運転管理業務。ただし、処理能力は問わない。 
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２．配置技術者に求める資格基準 

（１）業務全般 

 1)事業総括責任者 

  代表企業又は構成企業のうち運転管理業務または機械設備工事を行う企業（運転管理業務

又は機械設備工事を複数企業で行う場合はいずれかの主担当企業）より、以下の（ア）～（オ）

全ての要件を満たす技術者を事業総括責任者として SPCに籍を置かせ、本事業期間中におい

て選任し配置しなければならない。なお、現場への常駐は求めない。 

  また、当該技術者は維持管理業務総括責任者又は設計業務総括責任者又は建設業務総括責

任者のいずれかを兼ねることができるものとする。ただし、設計又は工場製作のみが行われ

ている期間（※）については、当該技術者は設計業務総括責任者及び建設業務総括責任者の

両方を兼ねることができるものとする。 

なお、当該技術者が維持管理業務総括責任者を兼ねる場合については、運転管理業務総括

責任者を兼ねることができるものとし、設計業務総括責任者を兼ねる場合については、SPC

から発注される機械設備工事におけるシステム設計技術者を兼ねることができるものとし、

建設業務総括責任者を兼ねる場合については、SPCから発注される機械設備工事における配

置技術者（主任技術者・監理技術者）を兼ねることができるものとする。 

  （※）工場製作のみが行われている期間とは、機器等を調達する期間であり、現場施工に着手するまで

の期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）とする。 

（ア）「別紙１ 業務範囲区分表」に示す本事業に係る各業務を一元的に統括管理し、本

事業を取りまとめることができる者であること。 

（イ）各業務について内容を理解しており、発注者との窓口となり、業務を管理する能力

がある者であること。 

（ウ）現場で生じる各種課題や発注者からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定が可能

となるよう努めることができる者であること。 

（エ）事業総括責任者の必要な資格要件は特に定めない。 

（オ）入札参加申請時点において、代表企業又は構成企業のうち運転管理業務又は機械設

備工事を実施する企業（運転管理業務又は機械設備工事を複数企業で実施する場合は主

担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。 

 

（２）運転管理ほか業務 

 1)維持管理業務総括責任者 

  構成企業のうち運転管理業務を行う企業（運転管理業務を複数の構成企業で行う場合は、

その主担当企業）より、以下の（ア）～（エ）全ての要件を満たす技術者を維持管理業務総

括責任者として SPCに籍を置かせ、運転管理ほか業務期間中において専任で配置し、現場へ

常駐（土曜・日曜、祝日、12 月 29 日～１月３日を除く日勤とする。）させなければならな

い。 

  また、当該技術者は運転管理業務総括責任者を兼ねることができるものとする。   

（ア）下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第15条の3各号に規定する資格を有する者 

（イ）副総括以上として下水終末処理場の運転管理業務の実務経験を１年以上有する者 

（ウ）次のaからdまでのいずれかに該当する者 
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a .学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学を除く。）又はこれに相

当するものを卒業した後、下水終末処理場の運転管理業務に関し５年以上実務の経

験を有する者 

b.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれに相当するものを卒業し

た後、下水終末処理場の運転管理業務に関し７年以上実務の経験を有する者 

c .学校教育法による高等学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場

の運転管理業務に関し９年以上実務の経験を有する者 

d.下水終末処理場の運転管理業務に関し12年以上実務の経験を有する者 

（エ）入札参加申請時点において、運転管理業務を実施する企業（運転管理業務を複数の

構成企業で実施する場合は、その主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある

者であること。 

 

 2)運転管理業務総括責任者 

  運転管理業務総括責任者は、構成企業のうち運転管理業務を行う企業（運転管理業務を複

数の構成企業で行う場合は、その主担当企業）より選任するものとし、以下の全ての要件を

満足し、かつ運転管理ほか業務開始時点において直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者とす

ること。 

（ア）下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第15条の３各号に規定する資格を有する

者 

（イ）副総括以上として下水終末処理場の運転管理業務の実務経験を１年以上有する者 

（ウ）次のaからdまでのいずれかに該当する者 

a .学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学を除く。）又はこれに相

当するものを卒業した後、下水終末処理場の運転管理業務に関し５年以上実務の経

験を有する者 

b.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれに相当するものを卒業し

た後、下水終末処理場の運転管理業務に関し７年以上実務の経験を有する者 

c .学校教育法による高等学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場

の運転管理業務に関し９年以上実務の経験を有する者 

d.下水終末処理場の運転管理業務に関し12年以上実務の経験を有する者 

 

 3)副総括 

副総括は、運転管理ほか業務を担当する者それぞれから１名ずつ選任するものとし、それ

ぞれ以下の全ての要件を満足すること。 

（ア）下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第15条の３各号に規定する資格を有する

者 

（イ）次のaからdまでのいずれかに該当する者 

a .学校教育法による大学（短期大学を除く。）又はこれに相当するものを卒業した後、

下水終末処理場の運転管理業務に関し４年以上実務の経験を有する者 

b.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれに相当するものを卒業し
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た後、下水終末処理場の運転管理業務に関し６年以上実務の経験を有する者 

c .学校教育法による高等学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場

の運転管理業務に関し８年以上実務の経験を有する者 

d.下水終末処理場の運転管理業務に関し11年以上実務の経験を有する者 

（ウ）運転管理開始時点において直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。 

 

 4)技術責任者 

技術責任者は、水処理施設、汚泥処理施設、雨水排水施設、電気施設のそれぞれについて、

運転管理ほか業務を担当する者から選任するものとし、それぞれが以下の全ての要件を満足

すること。 

（ア）下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第15条の３各号に規定する資格を有する

者 

（イ）次のaからdまでのいずれかに該当する者 

a .学校教育法による大学（短期大学を除く。）又はこれに相当するものを卒業した後、

下水終末処理場またはポンプ場の運転管理業務に関し３年以上実務の経験を有する

者 

b.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれに相当するものを卒業し

た後、下水終末処理場又はポンプ場の運転管理業務に関し５年以上実務の経験を有

する者 

c .学校教育法による高等学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場

又はポンプ場の運転管理業務に関し７年以上実務の経験を有する者 

d.下水終末処理場又はポンプ場の運転管理業務に関し10年以上実務の経験を有す る

者 

（ウ）運転管理開始時点において直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。 

 

（３）設計建設業務 

 1)設計業務総括責任者 

  構成企業のうち機械設備工事を行う企業（機械設備工事を複数の構成企業で行う場合は、

その主担当企業）より、以下の（ア）及び（イ）の要件を満たす技術者を設計業務総括責任

者として SPCに籍を置かせ、設計建設期間中において選任し配置しなければならない。なお、

現場への常駐は求めない。 

当該技術者の設計建設期間の途中での交代は原則認めないが、当該技術者の死亡、疾病、

出産、育児、介護または退職等、真にやむを得ない場合は、発注者へ「理由書」を提出して

発注者の承諾を得た後、参加資格に記載された要件を満たす者と途中交代することができる

ものとする。また、当該技術者は SPCから発注される機械設備工事におけるシステム設計技

術者（※１）を兼ねることができるものとする。 

（ア）以下に示すいずれかの資格を有する者であること。 

a .  技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録

を受けた技術部門が上下水道部門、衛生工学部門（選択科目を「水質管理」又は「廃
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棄物管理（廃棄物・資源循環）」とするものに限る。）、機械部門、又は総合技術監

理部門（選択科目を上下水道部門に係るもの又は衛生工学部門（「水質管理」若しく

は「廃棄物管理（廃棄物・資源循環）」）、又は機械部門に係るものに限る。）であ

る者 

b.  a  と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 

（イ）入札参加申請の時点において、機械設備工事を実施する企業（機械設備工事を複数

の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある

者であること。 

  （※１）システム設計技術者とは、工場製作期間及び現場工事期間を通して、当該工事に

おける機器単体及びプラントシステムの機能確保のためのシステム設計管理（※２）

業務を行う責任者である。 

  （※２）システム設計管理とは、一連の機器がシステムとしての機能を適正に発揮するた

め、設計図、設計計算、製作仕様、試運転等の確認及び個別装置の設計検証、性能

検証等を行うことをいう。 

 

 2)建設業務総括責任者 

  構成企業のうち機械設備工事を行う企業（機械設備工事を複数の構成企業で行う場合は、

その主担当企業）より、以下の（ア）及び（イ）の要件を満たす技術者を建設業務総括責任

者として SPCに籍を置かせ、建設期間中において専任で配置し、現場へ常駐させなければな

らない。ただし、設計及び工場製作のみが行われている期間については、当該技術者の配置

について「専任」及び「常駐」を免除することができるとともに設計業務総括責任者が当該

技術者を兼ねることができるものとする。 

当該技術者の建設期間の途中での交代は原則認めないが、当該技術者の死亡、疾病、出産、

育児、介護または退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下の場合等において、発注者へ

「理由書」を提出して発注者の承諾を得た後、参加資格に記載された要件を満たす者と途中

交代することができるものとする。 

・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期

が延長された場合。 

・工場製作を含む工事であって、工場のみから現地へ工事現場が移行する時点 

・現地での現場着手後、工事期間中に改めて工場製作のみの期間となるとき、現地から工

場へ工事現場が移行する時点。 

  また、当該技術者は SPCから発注される機械設備工事における配置技術者（主任技術者・

監理技術者）を兼ねることができるものとする。 

（ア）以下に示すいずれかの資格を有する者であること。 

（ⅰ）１（１）（エ）で水道施設工事を満たす場合 

a .  一級土木施工管理技士の資格を有する者 

b.  技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録

を受けた技術部門が上下水道部門、衛生工学部門（選択科目を「水質管理」又は「廃

棄物管理（廃棄物・資源循環）」とするものに限る。）、又は総合技術監理部門（選

択科目を上下水道部門に係るもの又は衛生工学部門（「水質管理」若しくは「廃棄
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物管理（廃棄物・資源循環）」）に係るものに限る。）である者 

c .  a 又は b に掲げる者と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 

d.「水道施設工事」に関する監理技術者資格証を有する者 

（ⅱ）１（１）（エ）で機械器具設置工事を満たす場合 

a .  技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録

を受けた技術部門が機械部門、又は総合技術監理部門（選択科目を機械部門に係る

ものに限る。）である者 

b.  a  に掲げる者と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 

c .「機械器具設置工事」に関する監理技術者資格証を有する者 

（イ）入札参加申請の時点において、機械設備工事を実施する企業（機械設備工事を複数

の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある

者であること。 

 

3)システム設計技術者 

システム設計技術者は、構成企業のうち機械設備工事を行う企業（機械設備工事を複数の

構成企業で行う場合は、その主担当企業）から選任するものとし、以下の全ての要件を満足

すること。 

（ア）以下に示すいずれかの資格を有する者であること。 

 (ⅰ)１（１）（エ）で水道施設工事を満たす場合 

a .一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士（種別を「土木」とするものに限る。）

の資格を有する者 

b.技術士法(昭和58年法律第25号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録を受

けた技術部門が上下水道部門、衛生工学部門（選択科目を「水質管理」又は「廃棄物

管理（廃棄物・資源循環）」とするものに限る。）、又は総合技術監理部門（選択科

目を上下水道部門に係るもの又は衛生工学部門（「水質管理」若しくは「廃棄物管理

（廃棄物・資源循環）」）に係るものに限る。）である者 

c .ａ又はｂに掲げる者と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 

d.「水道施設工事」について、(Ａ)設計業務の実務経験を有する者(※)又は(Ｂ)建設業

法第26条に定める主任技術者となるために必要な要件と同等の内容を満たす者 

   (※)  設計業務の実務経験を有する者とは、大学、高等専門学校の指定学科卒業後では３

年以上、高等学校の指定学科卒業後では５年以上、その他は10年以上の経験年数を有

する者とする。 

 (ⅱ)１（１）（エ）で機械器具設置工事を満たす場合 

a .技術士法(昭和58年法律第25号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録を受

けた技術部門が機械部門、又は総合技術監理部門（選択科目を機械部門に係るものに

限る。）である者 

b.  ①に掲げる者と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 

c .「機械器具設置工事」について、(Ａ)設計業務の実務経験を有する者(※)又は(Ｂ)

建設業法第26条に定める主任技術者となるために必要な要件と同等の内容を満たす
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  (※)  設計業務の実務経験を有する者とは、大学、高等専門学校の指定学科卒業後では３

年以上、高等学校の指定学科卒業後では５年以上、その他は10年以上の経験年数を有

する者とする。 

（イ）社内の設計部門に所属している者 

（ウ）入札参加申請の時点において直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。 

（エ）システム設計技術者は、SPCから発注される機械設備工事における配置技術者（主

任技術者・監理技術者）を兼ねることはできないものとする。 

ただし、設計業務及び工場製作のみが行われている期間に限り、システム設計技術

者はSPCから発注される機械設備工事の配置技術者（主任技術者・監理技術者）を兼ね

ることができるものとする。 

当該技術者の設計期間の途中での交代は原則認めないが、当該技術者の死亡、疾病、

出産、育児、介護または退職等、真にやむを得ない場合は、資格要件を満たす者と途

中交代することができるものとする。 

 


